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新潟北
土地改良区だより

土地改良区の組織・運営状況 ※令和3年4月1日現在

賦課
地積

田 4,058 ha
畑 166 ha

組合
員数

3,831人 総代
定数

60人
理事
定数

13人
監事
定数

3人

補
助
機
関

名 称 人員

職

員

事 務 長 1人 現場補助員

報酬等審議委員会 7人 総 務 課 工 務 課 県営用水管理人

8人

揚排水機取扱者

103人

用水調整委員会 23人 総務課長 1人
庶務係 3人
会計係 5人
臨時職員 2人

工務課長 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11人
工事係 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14人
土地係 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11人
施設管理専門員 1 1 1 1 1 1 1 11人維持管理委員会 195人

施
設
の
状
況

用水路

排水路

揚水機場

排水機場

農道

1432路線

1605路線

124箇所

35箇所

1211路線

延長 468㎞

延長 520㎞

延長 423㎞

☆ 本地域の主なかんがい用水源は、一級河川阿賀野川水系阿賀野
川、新井郷川、新発田川、福島潟放水路、太田川、二級河川加治

川水系加治川と万十郎川より取水しています。

★ 本地域の排水系統は、一級河川阿賀野川水系新井郷川、新発田
川、駒林川、大通川、福島潟放水路区域と一級河川阿賀野川水系
阿賀野川（本流）区域に区分されます。
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理 事 長 加 藤 豊 [第1被選挙区 嘉山] 副理事長 仲 川 信 吉 [第3被選挙区 笹山]

理 事 金 子 精 一 [第2被選挙区 太田] 理 事 渡 邉 博 務 [第3被選挙区 鳥屋]

理 事 豊 島 平一郎 [第1被選挙区 高森新田] 理 事 中 川 喜 吉 [第3被選挙区 新崎]

理 事 平 井 正 廣 [第1被選挙区 内沼] 理 事 相 馬 富 男 [第1被選挙区 山飯野]

理 事 山 田 進 [第2被選挙区 太田] 理 事 㠶 刈 勝 彦 [第3被選挙区 笠柳]

理 事 伊 藤 和 重 [第1被選挙区 岡新田] 理 事 渡 邉 豊 [第1被選挙区 長戸呂]

理 事 登 石 春 雄 [第1被選挙区 下土地亀]

＜理事定数13名 平成30年4月1日就任・令和4年3月31日任期満了＞

総括監事 曽 我 権 次 [第1被選挙区 浦木] 監 事 小 川 竹 男 [第2被選挙区 葛塚]

監 事 本 間 松 [第3被選挙区 下大谷内]

＜監事定数３名 平成30年4月1日就任・令和4年3月31日任期満了＞

田植作業もほぼ終わり、さわやかな風が吹き渡る季節を迎えました。
組合員の皆様方には益々ご健勝のこととお慶び申しあげます。また日頃より土地

改良区の業務運営につきまして、格別なるご理解とご協力をいただいていることに
対しまして改めて感謝申しあげます。
今年の冬は、昨年と打って変わって正月早々から大雪が続き雪害ともいうべき被

害を各地で発生させました。高速道路の長時間にわたる通行止や農業分野でもビニ
ールハウスの倒壊や、各種施設の破損または大規模な地滑りが発生したことは、ま
だ記憶に新しいことです。また今年は東日本大震災が起きてから10年目の節目に当
たるわけですが、今年こそこれ以上大きな自然災害が起きないことを願っていると
ころです。しかし、今日自然災害に限らず昨年から今年にかけて新型コロナウイル
ス感染症が世界中に蔓延し、日本でも１年以上経っても収束の目途が立たないうち
に、今またコロナの変異種が従来型に置き換わり、感染拡大が止まらず６都道府県
で３回目の緊急事態宣言が発動されている状況になっています。
この様にコロナ禍の影響が長期化することで、あらゆる消費活動(経済活動)が抑

制され、それに伴い農業分野においても農産物の売り上げ高の減少や価格の低下を招き農業経営に大きな影
響を与えています。こうした状況の中で農地をどうやって維持するか、持続可能な農業をどう実現していく
のか、政府には関係する法制度の整備、各補助事業、税制の拡充などあらゆる政策を取り入れ、有効な対策
を早急に講じてもらいたいと切に思っているところです。
去る３月10日に第４回通常総代会を開催いたしました。このコロナ禍により昨年１年間は通常総代会、臨

時総代会いずれも書面議決における開催でしたので総代皆様方の参加を戴いての開催は２年ぶりとなりまし
た。定款変更議案や新規県営事業の実施議決などいくつかの重要案件があったことから、直接総代の皆様方
にご説明申しあげご理解を得たく、そして充分にソーシャルディスタンスが保てる広い会場ということで北
区文化会館を借りての開催となりました。当日は手指の消毒、マスクの着用、換気の徹底など感染予防対策
を取り組みながら実施いたしました。おかげさまで上程いたしました案件、令和３年度一般会計予算を含む
全議案を慎重審議の結果、すべて賛成多数で可決・成立しました。改めて総代の皆様方のご理解、ご協力に
感謝申しあげます。大切な予算でありますので、大事に執行させていただく所存であります。
なお折角の機会ですので、この紙面を借りて今現在の土地改良区の建物の状況を経緯を含めてご報告申し

あげ、今後の事務所の有様にご理解を戴きたいと思っているところです。現在の建物は築40年以上経過し、
耐用年数も過ぎ老朽化が進んでいる中、昨年の７月の大雨で今までにない雨漏りが発生し、併せてそれが原
因ではないかと思われる漏電が引き起こされる状況となりました。そこでこれをどう解決したら良いのか、
いま役員会では３つの案を中心に検討、協議を重ねているところです。１案として「現在地での建替え」、
２案は「全面改修」、３案は「事務所に適する建物の賃借」等の案を組合員の皆様方のご意見もいただきな
がら、将来を見据えてより良い方向性を見出して行きたいと考えておりますので、ご理解の程宜しくお願い
いたします。
最後になりますが、今年度も役職員力を合わせて組合員の負託に応じるべく業務運営に当たって参ります

ので、ご支援ご協力をお願い申しあげ挨拶に代えさせていただきます。 (令和３年５月)

理事長 加藤 豊
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第４回通常総代会を開催
日時：令和３年３月１０日(水) 午後１時３０分

新潟市北区文化会館ホールにおいて、令和３年度の予算と事業計画を
中心とした第４回通常総代会が開催されました。当日は、定款変更に必

要な定数３分の２以上の出席をいただき、議長には、関 清人 総代（上
堀田）が選任され、各議案を慎重審議した結果、全議案とも賛成多数で

可決されました。
組合員皆様への負担を少しでも軽減すべく、各種補助事業の推進と

情報公開に努め、適正な土地改良区運営を行うことを確認した総代会とな
りました。

第１号議案 専決処分の報告並びに承認について

第２号議案 令和 2年度一般会計収支補正予算議決について

第３号議案 令和 2年度特別会計地区除外決済金積立金収支補正予算議決について

第４号議案 令和 2年度特別会計財政調整基金積立金収支補正予算議決について

報告第１号 令和 2年度中間監査報告について

第５号議案 令和 3年度新規県営新潟北地区農用地保全施設整備(地盤沈下対策)事業

の実施議決について

第６号議案 令和 3年度新規団体営水利施設等保全高度化事業(施設計画策定)

の実施議決について

第７号議案 定款附属書総代選挙規程の制定並びに定款・定款附属書役員選挙規程

の一部変更議決について

第８号議案 総代の書面議決・代理人議決について

第９号議案 令和 3年度事業計画について

第10号議案 令和 3年度新規土地改良施設維持管理適正化事業の実施議決について

第11号議案 令和 3年度一般会計収支予算議決について

第12号議案 令和 3年度特別会計職員退職給与積立金収支予算議決について

第13号議案 令和 3年度特別会計地区除外決済金積立金収支予算議決について

第14号議案 令和 3年度特別会計財政調整基金積立金収支予算議決について

第15号議案 令和 3年度特別会計耕作条件改善事業費収支予算議決について

第16号議案 令和 3年度特別会計農道補修機械維持管理費収支予算議決について

第17号議案 賦課金の賦課及び徴収方法等の議決について

第18号議案 一時借入金の議決について

第19号議案 歳計現金の預入先議決について

第20号議案 役員報酬等の議決について

第21号議案 令和 3年度地区除外決済金に係る決済額について

議長 関 清人 総代定数６０名 欠員２名 現在総数５８名 出席者５０名 欠席者８名
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令和３年度 新潟北土地改良区収入支出予算
事業年度／令和３年４月１日～令和４年３月３１日

(単位:千円)

１．一般会計 ６９６，１９９千円（R2予算対比：９６．０%）

【組合費の内訳】

経常賦課金 368,516
82.4%

特別賦課金 78,886
17.6%

【維持管理費の内訳】
①管 理 費 239,802

74.0%

②耕作条件改善 44,860

地元分担金 13.8%

③積 立 金 23,291
7.2%

④繰替運用返済金

11,414
3.5%

⑤各事業区へ 4,800
1.5%

収 入 科 目
本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

増 減 割 合

組合費 447,402 453,721 △ 6,319 64.3%

繰越金 85,387 88,207 △ 2,820 12.3%

繰入金 58,629 53,308 5,321 8.4%

補助金・助成金及び交付金 57,271 82,765 △ 25,494 8.2%

適正化事業交付金 19,440 14,130 5,310 2.8%

受託費 17,507 17,507 0 2.5%

諸収入 10,563 15,313 △ 4,750 1.5%

収入計 696,199 724,951 △ 28,752 100.0%

支 出 科 目
本 年 度
予 算 額

前 年 度
予 算 額

増 減 割 合

維持管理費 324,167    318,830 5,337 46.6%

事務所費 169,516 165,293 4,223 24.3%

事業償還金及び国県営事業負分担金 122,208 156,812 △ 34,604 17.6%

適正化事業工事費及び拠出金 33,686 36,874 △ 3,188 4.8%

連合負担金 29,115 29,635 △ 520 4.2%

受託費 17,507 17,507 0 2.5%

支出計 696,199 724,951 △ 28,752 100.0%

組合費

64.3%繰越金

12.3%

繰入金

8.4%

補助金・助成金及び交付金

8.2%

適正化事業交付金

2.8%

受託費

2.5%
諸収入

1.5%

維持管理費

46.6%

事務所費

24.3%

事…

適正化事業工事費及び拠出金

4.8%

連合負担金

4.2% 受託費

2.5%

事業償還金及び
国県営事業負分担金

17.6%

【収入の割合】

【支出の割合】
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２．特別会計 職員退職給与積立金 １００，４００千円
収入科目 予算額 割合(%) 支出科目 予算額 割合(%)

繰 入 金 ５，０００ ５．０ 退 職 給 与 金 ４７，０００ ４６．８

繰 越 積 立 金 ９５，３５０ ９４．９ 積 立 金 ５３，４００ ５３．２

雑 収 入 ５０ ０．１

３．特別会計 地区除外決済金積立金 ３２８，３２４千円
収入科目 予算額 割合(%) 支出科目 予算額 割合(%)

決 済 金 ４０ ０．１ 繰 出 金 １，３３９ ０．４
繰 越 積 立 金 ３１６，８６０ ９６．５ 積 立 金 ３２６，９８５ ９９．６
繰入金・雑収入 １１，４２４ ３．４

４．特別会計 財政調整基金積立金 ５９５，８４３千円
収入科目 予算額 割合(%) 支出科目 予算額 割合(%)

繰 入 金 ２３，２９１ ３．９ 繰 出 金 ５２，１９０ ８．８
繰 越 積 立 金 ５７２，５４１ ９６．０ 積 立 金 ５４３，６５３ ９１．２
雑 収 入 １１ ０．１

５．特別会計 耕作条件改善事業費 ９１，０７９千円
収入科目 予算額 割合(%) 支出科目 予算額 割合(%)

補 助 金 ４６，２１９ ５０．７ 定 率 助 成 事 業 ８４，６４０ ９２．９
地 元 負 担 金 ４４，８６０ ４９．３ 定 額 助 成 事 業 ３，８９９ ４．３

工 事 雑 費 ２，５４０ ２．８

６．特別会計 農道補修機械維持管理費 １７，７２１千円
収入科目 予算額 割合(%) 支出科目 予算額 割合(%)

使 用 料 ４，５５０ ２５．６ 事 業 費 ４，４７１ ２５．２
繰 越 積 立 金 １３，１７０ ７４．３ 積 立 金 １３，２５０ ７４．８
雑 収 入 １ ０．１

各区別の長期借入金償還状況

区 分
令和3年度
賦課単価(円)

年 度
3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年 11年 12年

共 通 費
広域排水事業

(豊栄地区)
１,００２ ※畑334円

阿 賀 用 水 費 丸池地区かん排事業 ９０

三ッ森川原地区
かん排事業

４５

岡方未整理地
かん排事業

９０

国営阿賀野川
用水土地改良事業

２００

大 沼 第 6 区 費 新農業水利システム事業 １１,２００

大 沼 第 8 区 費 農業農村整備事業 ２,６５０ ※畑530円

県 圃 第 3 地 区 費 ほ場整備事業 ３,０００ ※田畑共通賦課

丸 池 地 区 費 維持管理事業 ３,８２０

潟 堀 地 区 費 維持管理事業 ２,４４５ ※畑815円

三ッ森川原地区費 ほ場整備事業 ６,１９５ ※畑3,838円

農業農村整備事業 ３８５ ※畑77円

木崎第5事業区費 県営かん排事業 １,３９９

◎最終年度

◎最終年度

◎最終年度
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令和３年度組合費の10a当り賦課額一覧表
(単位:円)

地区名
10a当り合計額 事務所費 地区維持管理費 地区揚水機費 地区事業償還金 事業負・分担金

田 畑 田 畑 田 畑 田 畑 田 畑 田 畑

大 沼 第 1 区 11,992 814 3,400 4,045 480 2,800 1,747 334

大 沼 第 2 区 9,942 404 3,400 1,995 70 2,800 1,747 334

大 沼 第 3 区 12,842 984 3,400 4,895 650 2,800 1,747 334

大 沼 第 4 区 16,092 1,634 3,400 8,145 1,300 2,800 1,747 334

大 沼 第 5 区 11,792 774 3,400 3,845 440 2,800 1,747 334

大 沼 第 6 区 18,047 484 3,400 1,205 150 830 11,200 1,412 334

大 沼 第 7 区 11,792 1,134 3,400 5,645 800 1,000 1,747 334

大 沼 第 8 区 15,227 1,304 3,400 2,655 440 5,110 2,650 530 1,412 334

飯 野 鼻 地 区 10,767 1,154 3,400 4,555 820 1,400 1,412 334

福 島 潟 地 区 8,900 8,900 3,400 3,400 5,500 5,500

堀 田 地 区 11,397 3,400 5,450 800 1,747

県 圃 第 2 地 区 10,727 424 3,400 2,280 90 3,300 1,747 334

第 2区長場地区 7,977 534 3,400 2,830 200 1,747 334

第 2区浦木地区 7,827 504 3,400 2,680 170 1,747 334

杓 子 潟 地 区 11,477 1,134 3,400 5,830 800 500 1,747 334

上 土 地 亀 地 区 10,137 966 3,400 4,990 632 1,747 334

下土地亀地区第３区 12,977 1,374 3,400 7,030 1,040 800 1,747 334

下土地亀地区第4区 11,177 1,014 3,400 5,230 680 800 1,747 334

長 浦 第 6 区 10,777 454 3,400 2,430 120 3,200 1,747 334

平 林 地 区 8,577 654 3,400 3,430 320 1,747 334

県 圃 第 3 地 区 12,677 3,434 3,400 2,330 100 2,200 3,000 3,000 1,747 334

丸 池 地 区 13,370 3,400 2,725 3,000 3,820 425

潟 堀 地 区 10,875 1,555 3,400 3,595 740 1,100 2,445 815 335

縄 内 地 区 9,477 834 3,400 4,330 500 1,747 334

大 久 保 地 区 12,177 3,400 4,680 2,350 1,747

県 圃 地 区 10,577 414 3,400 2,230 80 3,200 1,747 334

高 森 地 区 10,457 3,400 5,100 210 1,747

高 森 新 田 地 区 10,577 414 3,400 2,230 80 3,200 1,747 334

岡 方 第 7 区 7,477 414 3,400 2,230 80 100 1,747 334

三ッ森川原地区 19,835 4,215 3,400 2,875 300 6,600 6,580 3,915 380
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地区名
10a当り合計額 事務所費 地区維持管理費 地区揚水機費 地区事業償還金 事業負・分担金

田 畑 田 畑 田 畑 田 畑 田 畑 田 畑

葛塚県圃事業区

第1工区 8,020 1,484 3,400 2,850 1,140 500 1,270 344

第2工区 9,420 1,484 3,400 2,850 1,140 1,900 1,270 344

椋 新 田 事 業 区 19,015 3,400 14,345 1,270

源兵衛分垂口
事 業 区

9,920 3,400 5,250 1,270

葛塚第 3事業区 11,120 2,364 3,400 5,050 2,020 1,400 1,270 344

両 村 囲 事 業 区

東部用水 10,520 1,924 3,400 3,950 1,580 1,900 1,270 344

東部用水大沼郷 15,070 3,400 8,500 1,900 1,270

六ヶ村用水 10,020 1,924 3,400 3,950 1,580 1,400 1,270 344

六ヶ村用水乗通郷 8,620 3,400 3,950 1,270

葛 塚 郷 地 区 8,070 1,014 3,400 2,000 670 1,400 1,270 344

嘉山前新田事業区 12,130 2,206 3,400 7,460 1,862 1,270 344

木崎第 1事業区 10,730 3,400 4,920 2,000 410

木崎第 2事業区 10,170 3,400 4,360 2,000 410

放水路右岸地区 10,110 3,400 4,710 2,000

木崎第 3事業区 10,140 3,400 6,330 410

放水路右岸地区
(国営加治川)

13,080 3,400 6,680 3,000

放水路右岸地区 10,080 3,400 6,680

木崎第 4事業区 8,400 3,400 5,000

木崎第 5事業区 9,949 3,400 4,740 1,399 410

木崎大沼事業区 5,000 5,000

濁川第 1事業費 7,310 350 3,400 3,500 350 410

濁川第 3事業費 4,310 500 3,400 500 500 410

濁川第 4事業費 7,710 390 3,400 3,900 390 410

濁川第 5事業費 5,210 120 3,400 1,400 120 410

濁川第 6事業費 5,410 160 3,400 1,600 160 410

大沼地区
未区画整理地

7,892 1,700 1,645 2,800 1,747

岡方地区
未区画整理地

5,200 3,400 1,375 90 335
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令 和 ３ 年 度 事 業 計 画
～土地改良事業の促進と実施状況～

新 規事 業計 画

①県営新潟北地区農用地保全施設整備(地盤沈下対策)事業

事 業 期 間 令和3年度から令和11年度

総 事 業 費 3,346,000千円

事 業 内 容

庵女川排水路工 L=2.1㎞
(L型水路 H1600～1800×B3000×3800に改修)
仲右衛門川排水路工 L=1.5㎞
(L型水路 H1600×B1600・HF H2000×B1500に改修)
兼本溝排水路工 L=2.3㎞
(L型水路 H1600×B3300・HF H1600×B2800に改修)
内沼沖排水路工(内沼沖排水機場を含む) L=0.8㎞
(HF H1000～1200×B800～1900、耐圧ポリエチレン
リブ管1000Φ(R30形)に改修)

負 担 割 合 国 55%、県 34%、市 11%、農家 0%

本年度事業内容 調査測量設計一式

②県営長浦岡方地区農用地保全施設整備(湛水防除)事業
事 業 期 間 令和3年度から令和27年度

総 事 業 費 7,820,000千円

事 業 内 容

【１期】令和3年度～令和11年度
長浦岡方排水機場(横軸軸流Φ2000×2台)一式
(ポンプ設備及び排水樋門の整備)
本溝支線排水路護岸工 L=2,100m
(L型水路及び排水フリューム H2m×B3mに改修)
【２期以降】令和12年度～令和27年度
本溝排水路護岸工 L=6.2㎞
(ハット型鋼矢板及び排水フリューム H2m×B3m～
H2m×B2.4mに改修)

負 担 割 合 国 55%、県 32%、市 13%、農家 0%

本年度事業内容 調査測量設計一式

③県営葛塚地区農用地保全施設整備(湛水防除)事業

事 業 期 間 令和3年度から令和8年度

総 事 業 費 1,152,000千円

事 業 内 容
葛塚幹線排水路 L=2,410m
(大型排水フリューム H2m×B3m～H2m×B3mに改修)

負 担 割 合 国 55%、県 32%、市 13%、農家 0%

本年度事業内容 調査測量設計一式

④団体営水利施設等保全高度化事業(施設計画策定)

事 業 期 間 令和３年度

総 事 業 費 3,600千円

地 区 名 大沼第8区

負 担 割 合 国 100%

本年度事業内容
用水合理化計画調査設計
（用排水系統調査、道路系統調査、計画減水深、計画
用水量、現況施設調査、計画概要書添付図面作成）

受 益 面 積 48.5ha
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継 続事 業計 画

①国営加治川用水土地改良事業

事 業 期 間 平成24年度から令和5年度

総 事 業 費 27,900,000千円 (令和2年度までの進捗率71.4%)

事 業 量 ダム1箇所・頭首工3箇所改修、ため池1個新設、用水路21.2㎞改修、水管理施設一式

負 担 割 合
一般施設：国 66.6%、県 17%、市 6%、農家 10.4%

基本施設(頭首工1,2)：国 66.6%、県 19%、市 8%、農家 6.4%

受 益 面 積 29.0ha

当 年 度 事 業 費 2,448,000千円

☆ 農家負担の軽減対策として、平成25年度から令和5年度まで11年間事前積立をします。(10a当 3千円)

②県営阿賀野川右岸第１地区 かんがい排水事業と併せ行う農地防災排水事業

事 業 期 間 平成21年度から令和4年度

総 事 業 費 9,184,000千円 (令和2年度までの進捗率53%)

当 区 申 請 施 設
万十郎川排水路 (令和2年度までの進捗率8%)

排水機場改修一式 (令和2年度までの進捗率96%)

当区施設総事業費 1,156,000千円

負 担 割 合
かん排事業分：国 50%、県 25%、市 10%、農家 15%

農地防災事業分：国 55%、県 37%、市 8%、農家 0%

総 合 負 担 率 国 53.86%、県 34.28%、市 8.45%、農家3.41%

本年度事業内容 排水路切替え工事一式

当 区 負 担 金 520千円

③県営阿賀野川右岸第３地区 かんがい排水事業と併せ行う農地防災排水事業

事 業 期 間 平成26年度から令和3年度

総 事 業 費 2,493,000千円 (令和2年度までの進捗率64%)

当 区 申 請 施 設
福島潟2号排水機場の増設一式

(令和2年度までの進捗率37%)

放水路右岸排水機場の増設一式

(令和2年度までの進捗率30%)

当区施設総事業費 537,200千円 139,950千円

負 担 割 合 基本率は第1地区と同じ 基本率は第1地区と同じ

総 合 負 担 率
国 52.94%、県 32.07%

市 8.82%、農家 6.17%

国 53.77%、県 34.05%

市 8.49%、農家 3.69%

本年度事業内容 仮設・土木工事一式
当該年度当初計画予定なし

当 区 負 担 金 2,775千円

④県営福島潟地区農業用用排水施設整備（かんがい排水「集積型」)事業

事 業 期 間 令和2年度から令和8年度まで

総 事 業 費 353,200千円

申 請 施 設 福島潟幹線排水路（排水フリュームHF(2000×2000) 付設替え L=1,175m)

負 担 割 合 国 50%、県 27.5%、市 10%、農家 12.5%

受 益 面 積 170.0ha

当 年 度 事 業 費 60,000千円

本年度事業内容 排水路工事一式

当 区 負 担 金 7,500千円
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葛塚農村環境保全管理広域協定運営委員会 3組織

木崎濁川環境保全管理広域協定運営委員会 21組織

長浦岡方地域広域協定運営委員会 33組織

令 和 3 年 度 予算 要 望 額

農地維持支払 122,576,300円

共 同 活 動 67,144,080円

長 寿 命 化
166,338,240円
(R2割当額 65,609,975円 38.8%）

⑤県管理事業阿賀野川頭首工維持管理事業
事 業 期 間 平成元年度から恒久的

事 業 費 当年概算額 77,534千円

対 象 施 設 阿賀野川頭首工の年間維持管理業務一式

補 助 率 国 40%、県 30%、新潟北土改ほか2土改 30%

受 益 面 積 当区阿賀用水区域

当 区 分 担 金 2,800千円 (総額要望額77,534千円)

⑥県管理事業新井郷川排水機場維持管理事業

事 業 期 間 昭和45年度から恒久的

事 業 費 総額要望額 234,802千円

対 象 施 設 新井郷川排水機場の年間施設維持管理業務一式

補 助 率 国 50%、県 30%、新潟北土改ほか2土改 20%

受 益 面 積 8,526ha（当区受益面積3,480.4ha）

当 区 分 担 金 28,800千円 ※新潟市より50%助成金あり

⑦県管理事業加治川沿岸関連事業

事 業 期 間 恒久的

対 象 施 設 加治川沿岸の幹線水路・頭首工の年間施設管理業務一式

受 益 面 積 当区加治川沿岸用水区域

⑧阿賀野川右岸地区国営造成施設管理体制整備促進事業 (管理体制整備型)

事 業 期 間 平成30年度から令和4年度

補 助 率 国 50%、県 25%、市 25%、農家 0%

対 象 施 設 当区国県営造成施設 計62施設

補 助 金 要 請 額 10,485千円

⑨耕作条件改善事業

事 業 期 間 令和元年度から令和3年度

当 区 申 請 地 区 新潟北第2地区

補 助 率
国 50%、市 5%、地元 45% ※定率助成：84,640千円 用水路・排水路改修
国 50%、施工者負担 50% ※定額助成：7,796千円 区画拡大・暗渠排水設置

補 助 金 要 望 額 総額92,436千円

⑩土地改良施設維持管理適正化事業

工 事 実 施 施 設
県圃第3地区第1号揚水機場(県圃第3地区)、大沼第5号揚水機場(水管理施設)、
第2灌漑揚水機場(第2灌漑)、両村囲排水機場(両村囲柳曲排水区) 計4施設

本年度加入施設
県圃地区第2号揚水機場(県圃第1工区パイプ灌漑区)、嘉山前新田揚水機場(嘉山前新
田事業区)、両村囲排水機場(両村囲柳曲排水区) ※既加入施設：20 合計23施設

⑪関連事業

・福島潟広域基幹河川改修（大規模）事業【事業主体：新潟県河川整備課】

事 業 期 間 平成15年度から令和4年度

本 年 度 事 業 費 1,798,000千円

事 業 内 容 築堤、樋門・ゲート設置、掘削、承水路拡幅

・多面的機能支払交付金
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用紙は、ホームページからもダウンロードできます。

こんなときは、
土地改良区へ届出が必要です!!

届出がないと、従来の方へ賦課金がかかります。

家族（組合員の方）が亡くなったとき

農地を相続・贈与するとき

耕作者または組合員を変更するとき

農業者年金を受給するため、経営移譲したとき

住所または苗字が変わったとき

農地を賃貸借・売買または交換したとき

地目を変更(農地転用)したとき

法務局または農業委員会へ届出が終わったとき

◎ 記入方法など、
ご不明な点があれば
お問い合わせください。

地区除外申請

●農地転用(宅地・駐車場
等)等により、地区除外
をする場合には、申請と
合わせて決済金が必要に
なります。
(土地改良法第42条第2項)

●手続き方法等については、
土地改良区へご確認ください。

届出の義務

●地区内土地の権利・
資格を取得または喪失
した場合は、当事者から
土地改良区への届出が
義務付けられています。
(土地改良法第43条第1項)

●届出がない場合は、
前組合員の名前で賦課が
生じますので、変更の際は
必ず届出をお願いします。

上記の場合には「組合員資格得喪通知書」の届出が必要です。

(下記をご覧ください)

区役所(農業委員会)に届出済、または登記済であっても、当事者が
新潟北土地改良区へ届出をしないと、賦課台帳は変わりません。

たとえば

こんなときは、
土地改良区へ届出が必要です!!



◎納入期限 ※口座振替日と異なります。

☆便利な口座振替をご利用ください！
口座振替をご希望の方は、会計係までご連絡ください。

また、窓口で納入される方は、賦課金通知書を持参のうえ、事務所または下記の

金融機関にて納入ください。※『賦課金領収証』は、12月上旬頃に発送いたします。

◆ 農業協同組合

新 潟 市 農 協：全 店 北 越 後 農 協：全 店

さ さ か み農協：本 所 北蒲みなみ農協：本店・京ヶ瀬支店

新津さつき農協：新津支所 新潟みらい農協：亀田支店・横越支店

◆ 銀行等

第 四 北 越銀行：全 店 新発田信用金庫：全 店

はばたき信用組合：豊栄支店 きらやか銀行：豊栄支店

◆ ゆうちょ銀行
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第１期 令和３年 ７月30日

口座振替日 ７月26日 県内金融機関

口座振替日 ７月27日
県外金融機関
ゆうちょ銀行

第２期 令和３年 11月30日

口座振替日 10月22日 県内金融機関

口座振替日 10月27日
県外金融機関
ゆうちょ銀行

新しい職員の紹介 施設管理専門員 前田 博之 皆様、どうぞ宜しくお願いいたします。

〇各種お問い合わせ先
用水、排水、工事などの維持管理について・・・・・・工 事 係

土地の境界、施設の使用許可などについて・・・・・・土 地 係
賦課金をはじめとする会計業務について・・・・・・・会 計 係
収支予算、事業計画、会議などについて・・・・・・・庶 務 係

☆各係までお問い合わせください。


